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ア 管理栄養士が（１）の患者に対し、電話又はビデオ通話が可能な情報通信機器等

（以下この区分において「情報通信機器等」という。）を活用して、指導を行うこ

と。 

イ 初回の指導は、必ず対面にて指導を行うこと。また、外来受診した場合は必ず対

面にて指導を行うこと。 

ウ 電話又は情報通信機器等による指導の実施に当たっては、事前に対面による指導

と電話又は情報通信機器等による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画

に基づいて指導を実施する。また、外来受診時等に受診結果等を基に、必要に応じ

て指導計画を見直すこと。 

エ 当該指導において、患者の個人情報を情報通信機器等の画面上で取り扱う場合に

は、患者の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等に対応していること。 

      オ 電話又は情報通信機器等による指導は、当該保険医療機関内において行うこと。 

(12) 「注１」に規定する「イ」の「(２)」の「①」は、「注３」に規定する「イ」の

「(２)」の「②」と同一月に併せて算定できない。 

(13) 「注３」の指導を行う際の電話又は情報通信機器等の運用に要する費用については、

療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。 

(14) 「注２」の場合、指導した年月日を全て診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

(15) 外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録

を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載すること。 

 10 入院栄養食事指導料 

(１) 入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を

保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養

士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必

要に応じて交付し、初回にあっては概ね 30 分以上、２回目にあっては概ね 20 分以上、

療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中２回に限り算定する。ただし、１週

間に１回に限りとする。 

ア がん患者 

イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者 

ウ 低栄養状態にある患者 

(２) 入院栄養食事指導料１は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師

の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。 

また、入院栄養食事指導料２は、有床診療所において、当該診療所以外（公益社団法

人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーショ

ン」又は他の保険医療機関に限る。）の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、

対面による指導を行った場合に算定する。 

(３) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は区分番号「Ｂ００１」

の「９」外来栄養食事指導料における留意事項の(２)から(６)まで及び(15)の例による。 

(４) 「注３」に規定する栄養情報提供加算は、栄養食事指導に加え、退院後の栄養及び食

事管理に関する指導とともに、医療機関間の有機的連携の強化及び保健又は福祉関係機
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関等へ栄養情報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、両者の患者の栄養

に関する情報（必要栄養量、摂取栄養量、食事形態（嚥下食コードを含む。）、禁止食

品、栄養管理に係る経過等）を相互に提供することにより、継続的な栄養管理の確保等

を図るものである。 

(５) 「注３」に規定する栄養情報提供加算は、栄養指導に加え、当該指導内容及び入院中

の栄養管理の状況等を含む栄養に関する情報を示す文書を患者に退院の見通しが立った

際に説明するとともにこれを他の保険医療機関、介護老人保健施設等、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援する法律第 34 条第１項に規定する指定障害者支援施設

等若しくは児童福祉法第 42 条第１号に規定する福祉型障害児入所施設の医師又は管理

栄養士に対して提供した場合に、入院中１回に限り、所定の点数に加算する。 

(６) ここでいう介護老人保健施設等とは、次の施設をいうものとする。 

ア 介護保険法第８条第 28 項に規定する介護老人保健施設 

イ 介護老人福祉施設（介護保険法第８条第 22 項に規定する地域密着型介護老人福祉

施設及び同条第 27 項に規定する介護老人福祉施設をいう。） 

ウ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130 条の２

第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 26 条の規定による改

正前の介護保険法第８条第 26 項に規定する介護療養型医療施設 

エ 介護保険法第８条第 29 項に規定する介護医療院 

(７) 当該情報を提供する保険医療機関と特別な関係にある機関に情報提供が行われた場合

は、算定できない。 

(８) 栄養情報提供に当たっては、(５)に掲げる事項を記載した文書を患者に交付するとと

もに交付した文書の写しを栄養指導記録に添付する。なお、診療情報を示す文書等が交

付されている場合にあっては、当該文書等と併せて他の保険医療機関等に情報提供する

こと。 

 11 集団栄養食事指導料 

(１) 集団栄養食事指導料は、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必

要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示

に基づき、複数の患者を対象に指導を行った場合に患者１人につき月１回に限り所定点

数を算定する。 

(２) 集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が２か月を超える場合で

あっても、入院期間中に２回を限度として算定する。 

(３) 入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算

定できる。 

(４) １回の指導における患者の人数は 15 人以下を標準とする。 

(５) １回の指導時間は 40 分を超えるものとする。 

(６) それぞれの算定要件を満たしていれば、区分番号「Ｂ００１」の「11」集団栄養食事

指導料と区分番号「Ｂ００１」の「９」外来栄養食事指導料又は区分番号「Ｂ００１」

の「10」入院栄養食事指導料を同一日に併せて算定することができる。 

(７) 集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分

なスペースを持つ指導室を備えるものとする。ただし、指導室が専用であることを要し




